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第第２２章章  働働くくとときき、、雇雇ううととききののルルーールル  

１１  労労働働契契約約のの成成立立（（労労契契法法６６条条、、労労基基法法１１５５条条））  

（（１１））労労働働基基準準法法とと労労働働契契約約法法  

労働契約（労働条件、契約の締結、労働条件の変更、解雇等など）

に関する主な法令は、労働基準法と労働契約法です。 

労働者として働く場合、これらの法律の主な内容を知っておくことは、

重要なことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アア  労労働働基基準準法法  

労働基準法は、労働法（「労働者の保護」や「労使関係の安定」等

を目的とする労働に関する様々な法律の総称）の中核となるもので 

あり、使用者が守らなければならない労働条件の最低基準を定めて

います。労働基準法に違反した使用者には罰則が科せられます。 

また、労働基準法では、国の機関である労働基準監督署に臨検、

報告徴収、司法警察権限を与えています。 

イイ  労労働働契契約約法法  

労働者の保護を図りつつ、労使間のトラブルを防止するため、労働

契約法では、労働契約の締結、労働条件の変更、解雇等についての

基本的なルールを定めています。 
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（（２２））就就職職すするる  ＝＝  労労働働契契約約をを結結ぶぶ  

働く上でまず重要なことは、賃金や労働時間をはじめとする労働  

条件です。就職するときは、労働条件を確認し、使用者と労働者の間

で、「この条件で雇います」「この条件で雇われます」という約束を結ぶ 

ことになります。この約束を「労働契約」といいます。 

労働契約は使用者と労働者の双方の合意により結ばれますが、労働

者が不当に低い賃金で働かされたり、長時間労働を強いられたりする 

ことがないように、労働条件の最低基準が労働基準法で定められて  

います。 

労働基準法は、「正社員」だけでなく、「パートタイム労働者」、「派遣

労働者」、「有期雇用労働者」、「アルバイト」など名称や雇用形態に  

関係なく、すべての労働者に適用されます。 

■「適用除外」 同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人は、適用

除外となります。（労基法１１６条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※未成年者であっても、労働契約は本人が行います。親権者等が代理で 

行うことはできません（労基法５８条）。 
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就職する時は、まず賃金や労働時間など、労働契約上の労働条件を

書面で確認することが大切です。 

アア  労労働働条条件件はは労労働働契契約約をを結結ぶぶ前前にに確確認認ししままししょょうう  

求人情報の労働条件と、労働契約上の労働条件が同一とは限りま

せん。求人情報とは異なる労働条件で労働契約を結んだ場合、その

労働契約に基づき就労することになりますので、注意が必要です。 

このため、労働契約を結ぶ前に、使用者から提示された労働条件

を詳しく確認するようにしましょう。 

イイ  労労働働契契約約はは書書面面でで確確認認ししままししょょうう  

労働契約については、労労働働契契約約法法において、労働者と使用者に 

よる合意で成立するとされており、これは口頭でも成立します。 

もし、具体的な労働条件を確認しないまま就労すると、労働者が 

不当に低い賃金で働かされる、あるいは長時間労働を強いられる 

など、使用者とトラブルになるおそれがあります。 

このため、労労働働基基準準法法において、労働契約を結ぶ際「使用者が  

労働者に書面によって明示しなければならない労働条件」が定めら

れています。（Ｐ１１参照） 

 

※※  ススポポッットトワワーーククににおおけけるる労労働働契契約約のの成成立立時時期期  

短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くことを「スポ

ットワーク」といいます。 

面接などを経ることなく、先着順で就労が決定するスポットワークの

求人においては、別途特段の合意が無ければ、「使用者が掲載した

求人にスポットワーカー（労働者）が応募した時点」で労使双方の  

合意があった（＝労働契約が成立した）と一般的には考えられます。 

使用者の都合で仕事を直前に解約（キャンセル）することは一般的

に不適切であり、その有効性は労働契約の内容など、個別具体的な

状況を踏まえ判断されます。
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 なお、スポットワークには様々な形態があり、労働契約に該当しない

こともありますので、事前に確認しましょう。 

 

ウウ  使使用用者者にによよるる労労働働条条件件のの明明示示ががなないい場場合合（（労労基基法法１１２２００条条））  

労働契約を結ぶ際、労働基準法に定められた労働条件の明示が

無いなどの違反行為があった使用者には罰則が科せられます。 

この場合、労働者は事業所を所管する労労働働基基準準監監督督署署（司法警察

権限により事業所の臨検や報告徴収などを行う）に相談できます。 

（労働基準監督署の連絡先はＰ１５０を参照） 

 

（（３３））労労働働者者ととはは（（労労基基法法９９条条、、労労契契法法２２条条））  

アア  労労働働者者にに当当たたるるかか否否かかのの判判断断基基準準  

先に述べた労働基準法や労働契約法の適用を受けるには「労働 

基準法上の労働者」である必要があり、労働者であることの判断基準

は「使用従属性（指揮命令関係）」が存在することです。 

また、「労働者」に該当するか否かは、職種や職名によって画一的

に判断することは不可能です。個別事案毎に精査し判断することに

なります。 

「「使使用用従従属属性性」」にに関関すするる２２つつのの判判断断基基準準  

①①  労労働働がが他他人人（（使使用用者者））のの指指揮揮監監督督下下でで行行わわれれてていいるるかか  

  【指揮監督下で行われている場合】 

・ 仕事の依頼等に対する諾否の自由が無い 

・ 業務遂行上の指揮監督（業務命令）を受けている 

 ・ 拘束性がある（勤務場所、勤務時間の指定・管理など） 

 ・ 代替性が無い（業務の再委託を制限されているなど） 

②②  報報酬酬がが「「指指揮揮監監督督下下ににおおけけるる労労働働」」のの対対価価ととししてて支支払払わわれれてて

いいるるかか  

イイ  フフリリーーラランンススのの労労働働者者性性ににつついいてて  

フリーランスは、取引先と業務委託契約や請負契約を締結する  

ため、労働基準法上の「労働者」には原則該当せず、労働時間   

規制、最低賃金などの適用は受けられません。 
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ただし、上記ア①②の使用従属性があれば、実質的に「労働者」と

みなされる可能性があります。 

「自分の働き方は労働者に該当するのではないか」とお考えの場合

は、事業所を管轄する労労働働基基準準監監督督署署（Ｐ１５０参照）に相談すること

ができます。 

 

（（４４））労労働働契契約約のの変変更更等等にに関関すするるルルーールル  

アア  労労働働契契約約のの内内容容のの変変更更（（労労契契法法３３条条、、８８条条））  

労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に  

基づいて締結し、又は変更すべきものとされています。 

労働契約を変更する場合は、原則、労働者と使用者の合意が必要

です。 

イイ  就就業業規規則則にによよるる労労働働契契約約のの内内容容変変更更（（労労契契法法９９条条、、１１００条条））  

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則（Ｐ１６参照）を変更

することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件

を変更することはできません。 

ただし、例外的に以下①～③を満たす場合は労働条件の不利益

変更が可能になります。 

①① 変変更更後後のの就就業業規規則則をを労労働働者者にに周周知知すするるこことと  

②② 就就業業規規則則のの変変更更がが、、以以下下のの点点にに照照ららししてて合合理理的的ででああるるこことと  

・労働者の受ける不利益の程度 

・労働条件の変更の必要性 

・変更後の就業規則の内容の相当性 

・労働組合等との交渉の状況 

・その他の就業規則の変更に係る事情 

③③ 労労働働契契約約ににおおいいてて、、労労働働者者及及びび使使用用者者がが「「就就業業規規則則のの変変更更

にによよっっててはは変変更更さされれなないい労労働働条条件件」」ととししてて合合意意ししてていいたた  

部部分分ででなないいこことと  
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ウウ  労労働働契契約約のの継継続続・・終終了了（（労労契契法法１１４４条条～～１１７７条条））  

①①   出出向向  

■ 労働者が使用者との労働契約を維持したまま、別会社や関連

会社など、組織外へ人事異動になることを「出向」と言います。 

■ 使用者は、就業規則や労働協約などに出向の根拠規定（社外

勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金など）が  

ある場合、労働者の同意なく出向を命じることができます。 

ただし、出向の必要性や対象労働者の選定などについて合理

性が認められない場合は、権利の濫用として出向命令が無効に

なる場合があります。 

■ 出向には以下の２種類があり、基本は在籍出向です。 

在籍出向： 原則、出向期間の終了後、元の会社に戻ります。 

転籍出向： 出向後、出向元の会社との労働契約を解消し、 

出向先の会社と新たに労働契約を結びます。 

※ 転籍出向の場合、対象労働者の個別合意が必要です。 

就業規則などの包括合意をもって労働者に強制することは 

できません。 

②②  懲懲戒戒・・解解雇雇  

■ 懲戒は、企業秩序や職場規律を維持するため、それに違反  

した者に対して科する秩序罰の制度で、「制裁」とも言い、不利

益措置を伴います。 

懲戒には、主に以下のような種類があります。 

使用者が労働者に対して懲戒処分を行うには、あらかじめ  

懲戒の内容を就業規則に定める必要があります。 

【懲戒の例】 

けん責 ： 始末書をとり将来を戒める。 

減 給 ： 将来を戒め、賃金を減額する。 

出勤停止 ： 出勤を停止し、その間の給与は支給しない。 

降 格 ： 職位を解任若しくは下位等級へ降格する。 

懲戒解雇 ： 即時に解雇する。 
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■ 解雇には、上記の懲戒解雇のほか、普通解雇、整理解雇が 

 あり、いずれも使用者による一方的な労働契約の解消になりま

す。（Ｐ１１１参照） 

■ 客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認め 

られない場合は、権利の濫用として懲戒や解雇は無効となり  

ます。（Ｐ１１２参照） 

■ 有期労働契約の場合、やむを得ない事由がなければ、契約 

期間中の解雇はできません。（Ｐ２５参照） 

 

（（５５））契契約約のの期期間間  

労働契約には期間を定める契約（有期労働契約）と定めない契約

（無期労働契約）があります。 

アア  正正社社員員ななどど、、無無期期労労働働契契約約のの場場合合（（高高年年齢齢者者雇雇用用安安定定法法８８条条

～～９９条条、、労労基基法法８８９９条条））  

①①  定定年年制制ががああるる場場合合  

労働者が一定の年齢に達したとき、労働契約が当然にかつ自動

的に終了します。 

会社が定年制を導入する場合は必ず就業規則に定める必要が

あり、原則 60 歳を下回る定年の定めは認められません。 

令和３年４月以降は６５歳までの雇用確保義務があります。（６５

歳定年、あるいは６５歳までの継続雇用制度の導入など。第１２章

参照） 

②②  定定年年制制ががなないい場場合合（（定定年年制制のの廃廃止止））  

労働者本人の都合か、会社都合のみの退職となるため、退職と

なる要件を就業規則に明記する必要があります。 

イイ  有有期期労労働働契契約約のの場場合合（（労労基基法法１１４４条条））  

有期労働契約の１回の契約期間の上限は原則、３年とされていま

す。（Ｐ２５参照） 
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（（６６））契契約約時時にに使使用用者者がが労労働働者者にに明明示示ししななけけれればばななららなないい  

労労働働条条件件（（労労基基法法１１５５条条））  

アア  労労働働条条件件のの明明示示  

①①   必必ずず明明示示ししななけけれればばななららなないいこことと  

下記の項目は原則、書面（労働条件通知書）の交付が必要  

です。 

ただし、労働者が希望する場合は、ＦＡＸ、電子メール、ＳＮＳの

メッセージ機能等でも明示することができます（出力して書面作成

できるものに限る）。 

 

※

※

※

 

※１ 期間の定めがある場合はその期間、期間の定めのない場合はその
旨を明示しなければなりません。 

※２ 有期労働契約の更新をしないことが明らかな場合は、更新の基準
の明示義務はありません。更新の上限を設けている場合は、更新  
回数の上限又は通算契約期間の明示が必要です。 

また、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、
無期転換を申し込むことができる旨と無期転換後の労働条件の明示
が必要になります。 

※３ 「昇給」に関する事項も絶対的明示事項ですが、「昇給」は、書面 
での明示ではなくてもよいとされています。（労働基準法施行規則  
５条３項） 
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 パート・有期雇用労働者は、上記事項に加えて、昇給・退職手当・賞与
の有無、相談窓口についても明示しなければなりません（Ｐ３２参照）。 

②② 制制度度ががああるる場場合合ににはは、、口口頭頭又又はは書書面面でで明明示示ししななけけれればばなならら

なないいこことと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イイ  明明示示さされれたた労労働働条条件件がが実実際際とと異異ななるる場場合合  

労働契約とは異なる労働条件で使用された場合、労働者は使用者

に対して、労働契約の遵守を要求できます。 

使用者がそれに応じない場合は、すぐに労働契約を解除すること

ができます。この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約

解除の日から１４日以内に帰郷するときは、使用者は必要な旅費を

負担しなければなりません。 

ウウ  契契約約のの内内容容がが労労働働基基準準法法にに違違反反ししてていいるる場場合合((労労基基法法１１３３条条））  

労働基準法で定められた基準より低い労働条件を定めた労働契約

は、その部分だけ無効になります。 

無効になった部分は労働基準法で定められた基準になり、労働 

契約自体は有効です。 

エエ  契契約約のの内内容容がが就就業業規規則則のの基基準準にに達達ししなないい場場合合（（労労契契法法１１２２条条））  

労働契約において、労働者及び使用者が就業規則と異なる労働 
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条件で合意していた部分については、その合意が優先します。 

ただし、その労働条件が就業規則に定められている労働条件より労

働者に不利な部分は無効となり、その部分は就業規則の定めによる

こととなります。  
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※厚労省ホームページ 

「主要様式ダウンロードコーナー」より 
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２２  就就業業規規則則 

我が国においては、個別に締結された労働契約では詳細な労働条件

は定められず、就業規則によって統一的な労働条件を設定されることが

広く行われています。 

使用者が就業規則を定め、労使が遵守することで、労働者が安心して

働くことができ、また労使間の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。 

労働契約を締結する場合において、使用者が労働者に、合理的な 

労働条件が定められている就業規則を周知していた場合には、就業規則

で定める労働条件が労働者の労働条件になります。 

労働契約において、労働者及び使用者が就業規則と異なる労働条件

で合意していた部分については、その合意が優先しますが、就業規則に

定められている労働条件より労働者に不利な部分は無効となり、その部分

は就業規則の定めによることとなります。 

 

（（１１））就就業業規規則則のの作作成成・・変変更更（（労労基基法法８８９９条条、、９９００条条））  

常時１０人以上の労働者を使用する事業場は、必ず就業規則を作成

し、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の 

過半数を代表する者の意見書を添えて、管轄の労働基準監督署長に

届け出なければなりません。（届出が同じ内容なら本社一括届出でも

可。ただし各事業場代表の意見は必要）。 

１０人未満の事業場であっても作成し、周知しておくことが望ましい 

でしょう。 

この人数には、パートタイム労働者なども含まれます。また、就業  

規則の内容を変更するときにも同様の手続きが必要となります。 

 

■■パパーートトタタイイムム労労働働者者のの就就業業規規則則  

パートタイム労働者の労働条件が正社員と異なるときは、パートタイム

労働者に適用される就業規則を別途作成する必要があります。 

作成・変更にあたっては、当該事業場のパートタイム労働者の過半

数を代表すると認められる者の意見を聴くよう努めなければなりませ

ん。別に作成されず、正社員の就業規則にも特別の規定がない場合、

正社員の就業規則がパートタイム労働者にも適用されます。 
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◎◎絶絶対対的的必必要要記記載載事事項項  
 

①始業および終業時刻、休憩時間、

休日、休暇並びに交代制の場合に

は就業時転換に関する事項 

②賃金の決定、計算及び支払の方

法 、賃金の締切、支払の時期、昇

給に関する事項 

③退職に関する事項（解雇の事由） 

◎◎相相対対的的必必要要記記載載事事項項  
①退職手当に関する事項 

②臨時の賃金（賞与）、最低賃金額に

関する事項 

③食費、作業用品などの負担に関す

る事項 

④安全衛生に関する事項 

⑤職業訓練に関する事項 

⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関

する事項 

⑦表彰、制裁に関する事項 

⑧その他全労働者に適用される事項 

（（２２））周周知知義義務務（（労労基基法法１１００６６条条、、労労契契法法７７条条・・１１００条条））  

使用者は就業規則を労働者一人ひとりに渡す、職場の見やすい  

場所や電子掲示板などに常時掲示するなど、労働者がいつでも見る 

ことができるようにしておかなければなりません（周知させる方法がとら

れていない就業規則は無効とされる可能性があります）。 

 

（（３３））就就業業規規則則にに定定めめてておおくくべべききこことと（（労労基基法法８８９９条条））  

就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない絶対的

必要記載事項と、当該事業場で定める場合に記載しなければならない

相対的必要記載事項があります。  

法令や労働協約に反した内容のものは効力が認められませんし、  

その内容が合法的なものであることが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アア  懲懲戒戒処処分分 

職場規律に違反した労働者に対する制裁として懲戒処分（Ｐ９参

照）を行うことがあります。 

懲戒処分を行うためには、就業規則に懲戒処分の対象事由とそれ

に対する懲戒処分の種類・程度を定めておく必要があります。 

※ 懲戒処分として減給の規程を設けた場合の減給額の制限について

はＰ４７参照。 

イイ  労労働働条条件件のの変変更更  

就業規則と労働条件の変更には密接な関係があります。以下の点

に留意してください。 
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①①  配配置置転転換換（勤務地又は職務内容の長期間にわたる変更）  

以下の要件を満たす場合には、使用者は個々の労働者の同意

なしに転勤や配置転換を命じることができます。 

 就業規則に、業務上の都合により転勤や配置転換を命じる 

ことができる旨が定められている 

 実際に転勤が頻繁に行われている 

 労働契約で勤務地や職種が限定されていない 

 

ただし、配置転換の必要性に比べて、配置転換により労働者の

被る不利益が非常に大きい場合には、権利の濫用として無効と 

なることがあります。 

 

②②  出出向向 

出向とは、今までの会社との雇用関係を維持したまま、別の会社

の指揮命令下で労務を提供する人事異動をいいます。（Ｐ９参照） 

使用者は、就業規則や労働協約に出向に関する根拠規定(※)が

ある場合には、労働者の同意なしに出向を命じることができます。 

ただし、出向の必要性に比べて、人選に合理性を欠く場合や  

出向により労働者の被る不利益が非常に大きい場合などには、  

権利の濫用として無効とされることがあります。 

また、会社には労働者の不利益を軽減、回避するため、代償  

措置をとるなどの配慮が求められます。 

（※） 【出向に関する根拠規定の例】 

・出向の目的 

・出向先での業務内容 

・出向期間、復職の手続き 

・出向中の役職、賃金の基準 など 

 

③③  転転籍籍（（転転籍籍出出向向をを含含むむ。。））  

転籍とは、今までの会社との雇用関係を終了させ、新たに別の

会社と雇用関係を結ぶことをいいます。 

就業規則に「社員は転籍命令に従わなければならない」などと 
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定められていても、実際に転籍させるためには労働者の個別の同

意が必要とされています。 

したがって、転籍命令を会社が一方的に行うことはできず、労働

者がこれを拒否しても処分はできません。 
 

３３  秘秘密密保保持持義義務務とと競競業業避避止止義義務務  

（（１１））秘秘密密保保持持義義務務  

労働者と使用者はお互いに信義誠実の原則に基づいて行動する 

ことが要請されますので、労働者は職務上の秘密を保持する義務を 

負います。  

■■秘秘密密保保持持のの対対象象ととななるるもものの  

①①営営業業秘秘密密  企業の経営戦略など企業の秘密としてきちんと 

管理されていて、一般的には入手できないもの 

②②個個人人情情報報 顧客情報など個人の人格権を守るために、企業

が管理しているもの 

 

（（２２））競競業業避避止止義義務務  

「競業避止義務」とは、労働者が在職中や退職後の一定期間、同業

他社に勤務することや自分で同一事業を開業してはならないという  

ものです。 

労働者は労使相互の信義誠実の原則により、「秘密保持義務」と  

同様にこの義務を負うといわれています。 

また、使用者は労働者が退職するにあたり、就業規則に基づき、  

誓約書（退職後○年間、同業の他社への就職や開業を行わないなど）

の提出を求める場合は、労働者の「職業選択の自由を制約することに

対する合理的な範囲」に限定する必要があります。 

 

「合理的な範囲」の判断要素として、以下が考えられます。 

ア 競業を禁止する期間 

イ 競業を禁止する職種及び地域的な範囲 

ウ 使用者が被る損害の程度 

エ 職業選択を制約することへの代償措置の有無 
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オ 競業行為の手段及び顕著な背信性の有無 

 

（（３３））退退職職後後のの義義務務付付けけにに疑疑問問ががああるる場場合合  

「秘密保持義務」及び「競業避止義務」については、就業規則や誓約

書で具体的に明示されることが多く見受けられます。 

就業規則に誓約書の提出規定がある場合でも、就業規則や誓約書

の内容に不適切な部分や行き過ぎた部分がある場合は、一時的に 

提出を保留して、労働組合や弁護士などの助言を得てから提出すべ

きかを考えましょう。 

 

４４  副副業業・・兼兼業業をを行行うう場場合合  

    既に会社で働いている人が、副業・兼業を行うことが可能かどうかは 

会社によって異なります。 

副業・兼業を始めたいと思ったら、まずは既に働いている会社の就業

規則や自身の労働契約の内容を確認し、副業・兼業を行うことが可能か 

どうかや、副業・兼業を始めるためにどのような手続きが必要になるかを 

確認しましょう。 

副業、兼業に関する判例では、労働者が労働時間以外の時間をどの

ように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、判例

を踏まえれば、企業は、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが

適当とされています。就業規則などで禁止している場合は、その見直しを

含めて、労働者が副業・兼業を行える環境を整備しましょう。 

なお、労働者が雇用される形で、副業・兼業を行う場合、原則として、

その労働者を使用する全ての使用者が、自社と副業・兼業先の労働時間

を通算して管理する必要があります。 

 

※ 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン （わかりやすい解説）

(2025.03)」参照 

＜参考＞ 雇用保険マルチジョブホルダー制度（Ｐ９３参照） 
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５５  雇雇用用のの分分野野ににおおけけるる男男女女のの均均等等なな機機会会及及びび待待遇遇のの確確保保等等

（（男男女女雇雇用用機機会会均均等等法法））  

男女雇用機会均等法は、職場における男女の均等取扱い等を規定 

した法律で、働く人が性別によって差別されることなく、かつ、働く女性

が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備

することを目的としています。  

 

（（１１））性性別別をを理理由由ととすするる差差別別のの禁禁止止（（男男女女雇雇用用機機会会均均等等法法５５条条、、

６６条条））  

   以下ア、イによる性別を理由とする差別は禁止されています。 

アア  労労働働者者のの募募集集・・採採用用時時  

① 募集・採用の対象から、男女のいずれかを排除すること。 

② 募集・採用の条件を男女で異なるものとすること。 

③ 採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基

準について、男女で異なる取扱いをすること 

④ 募集・採用に当たって、男女のいずれかを優先すること 

⑤ 求人の内容の説明等の情報提供について、男女で異なる取扱

いをすること 

イイ  採採用用後後のの待待遇遇  

① 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、

降格及び教育訓練 

② 福利厚生の措置（住宅資金の貸付けその他これに準ずるもの） 

③ 労働者の職種及び雇用形態の変更 

④ 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 

 

（（２２））間間接接差差別別のの禁禁止止（（男男女女雇雇用用機機会会均均等等法法７７条条）） 

労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、実質的に性別を

理由とする差別となるおそれがあるものとして、省令で規定する以下の

ア～ウの措置については、合理的な理由が認められる場合を除き、  

間接差別として禁止しています。 

ア 労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重または

体力を要件とすること。 
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イ 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、

転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。 

ウ 労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること。 

  ※ なお、これ以外についても間接差別として、裁判で違法と判断 

される可能性があります。 

 

（（３３））婚婚姻姻、、妊妊娠娠・・出出産産等等をを理理由由ととすするる不不利利益益取取りり扱扱いいのの禁禁止止

（（男男女女雇雇用用機機会会均均等等法法９９条条））  

婚姻、妊娠・出産、産休を取得したことなどを理由とする解雇や労働

契約の更新をしないことなどの不利益取り扱いを禁止しています。 

  

（（４４））妊妊娠娠・・出出産産等等にに関関すするるママタタニニテティィハハララススメメンントト対対策策    

（（男男女女雇雇用用機機会会均均等等法法１１１１条条のの３３））  

職場における妊娠、出産等に関するマタニティハラスメントを防止す

るために、女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するための必要

な体制の整備のほか、雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に

義務付けています。 

また、労働者が前述の相談を行ったこと、または相談の際に事実を

述べたことを理由として、事業主が労働者に解雇その他不利益な取扱

いをすることを禁止しています。 

（詳細はＰ１２２を参照） 

 

（（５５））女女性性労労働働者者のの母母性性健健康康管管理理措措置置（（男男女女雇雇用用機機会会均均等等法法  

１１２２条条、、１１３３条条））  

妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置を事業

主に義務付けています。事業主は、妊産婦が保健指導又は健康診査

を受診するために必要な時間を確保しなければなりません。 

また、下記の「医師等の指導事項を守るための措置」を講じなけれ

ばなりません。 

ア 妊娠中の通勤緩和措置（時差通勤、勤務時間の短縮等） 

イ 妊娠中の休憩に関する措置（休憩時間の延長、回数の増等の 

措置） 
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ウ 妊娠中または出産後の症状等に対応する措置（作業の制限、 

勤務時間の短縮、休業等の措置） 

 

（（６６））男男女女雇雇用用機機会会均均等等推推進進者者のの選選任任（（男男女女雇雇用用機機会会均均等等法法  

１１３３条条のの２２））  

事業主は、職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図ら

れるようにするために講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため

の業務を担当する者として、男女雇用機会均等推進者の選任に努めな

ければなりません。 

 

（（７７））女女性性労労働働者者にに係係るる措措置置にに関関すするる特特例例（（男男女女雇雇用用機機会会均均等等

法法８８条条））  

これまでの女性労働者に対する取扱いなどが原因で、職場に事実

上生じている男女間格差を解消する目的で、女性のみを対象とした 

措置や女性を有利に取扱う措置を行うことは、上記（１）性別を理由と

する差別の禁止には違反しません。 

 

（（８８））ポポジジテティィブブ・・アアククシショョンンのの取取りり組組みみ  

男女労働者間に生じている格差を解消するための自主的かつ積極

的な取組（ポジティブ・アクション）を行う事業主に対して、国が相談その

他の援助を行っています。  

■ポジティブ・アクションとは 

     固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から 

 ・ 営業職に女性はほとんど配置されていない 

 ・ 課長以上の管理職は男性が大半を占めている 

などの差が男女労働者の間に生じている場合、このような格差を

解消しようと個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組をいい  

ます。詳細は以下、厚生労働省ホームページを参照。 

 

 

 

 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya

/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku04/index.html 
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（（９９））紛紛争争がが生生じじたた時時のの解解決決方方法法（（男男女女雇雇用用機機会会均均等等法法１１５５条条

～～２２３３条条）） 

事業主は、以下ア～エ（労働者の募集及び採用に係るものを   

除く。）について労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関

による処理など、自主的な解決を図ることが努力義務となっています。 

ア 性別による差別の禁止（男女雇用機会均等法６条） 

イ 間接差別の禁止（同法７条） 

ウ 婚姻、妊娠、出産等を理由とした不利益取扱いの禁止（同法９

条） 

エ 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（同法１２条及び１

３条１項） 

 

労働者と事業主の間での解決が困難であれば、県労働者支援事務

所による「あっせん（Ｐ２参照）」、または厚生労働省福岡労働局長に 

よる紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停があります。 

 

（（１１００））派派遣遣先先ににもも男男女女雇雇用用機機会会均均等等法法はは適適用用さされれまますす 

  労働者派遣が行われる場合においては、派遣先もまた、法に定めら

れた妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止（男女雇用機会

均等法９条）及び妊娠・出産等に関するハラスメント対策（同法１１条～

１１条の４）や母性健康管理に関する措置（同法１２～１３条）について

の規程が適用されます。 
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